
 

 

入札説明書 
                          

公益財団法人佐賀県産業振興機構 

                        佐賀県産業イノベーションセンター 

                        所長  藤本  武 

   

 公益財団法人佐賀県産業振興機構 佐賀県産業イノベーションセンター「令和８年度 佐

賀県産業イノベーションセンター支援事例集制作業務委託」に係る一般競争入札について

は、下記のとおり実施します。 

 

記 

 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）入札件名    令和８年度 佐賀県産業イノベーションセンター支援事例集制作業務 
（２）入札条件等  仕様書及び入札説明書による  
（３）委託期間    令和８年４月８日から令和８年７月 17 日まで  
（４）委託場所   佐賀市鍋島町八戸溝１１４  

公益財団法人佐賀県産業振興機構  
佐賀県産業イノベーションセンター  

 

２．入札参加資格及び条件に関する事項 

入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。 

  なお、資格要件確認のため、県を通じて佐賀県警察本部に照会する場合があります。 

（１）当該競争入札に係る契約を締結する能力を有する者であること。  
（２）県内企業（県内に本店を有する。県内に支店を有し、かつ県内従業員比率が５０％

以上又は県内従業員数５０人以上。）であること。  
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者でないこと。 
（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申立てがな

されている者でないこと。  
（６）開札の日の６ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を

不渡りした者でないこと。  
（７）佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている

者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者

でないこと。 
（８）自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の

イからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 
ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）  
ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者  
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団は又は暴力団員を利用している者  
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者  



 

 

３．現場説明    なし 

 

４．入札保証金   免除（佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第３５号）第１０３条 

第３項第２号を準用） 

 

５．入札者に求められる義務 

入札に参加しようとする者（以下「入札者」という。）は、入札参加届と関係資料を 

 令和８年３月３０日（月）午後５時までに６．問合せ先に持参又は郵送（３月３０日（月） 

 午後５時必着）してください。（土日、祝日を除く。）郵送の場合は、書留郵便として 

ください。 

提出した関係資料等について説明を求められる場合は、これに応じなければなりませ 

ん。また、必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。 

なお、「入札参加届」等を提出した後に入札に参加しないこととした場合は、辞退届 

 を書面で入札実施日前日までに提出してください。 

提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。 

 

６．問合せ先・担当課 

郵便番号  ８４９－０９３２ 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝１１４  
公益財団法人佐賀県産業振興機構  
佐賀県産業イノベーションセンター 総務企画課  福島  
電話  ０９５２－３４－４４１１  

 
７．入札書の提出方法 
  入札に参加しようとする者は、次の事項に留意し、入札書を直接（７）の日時及び場  
 所に提出してください。  
（１）入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札をする場  

合は、入札前に委任状を提出してください。  
（２）代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理  

人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしなければなりませ  
ん。  

（３）入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分  
について押印をしておかなければなりません。  

（４）入札参加者はその提出した入札書の引替え、変更又は取消をすることができません。 
（５）入札参加者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行する  

ことができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止しま

す。  
（６）入札書に記載する金額  
   落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の金額を  

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかは問わず、見積もった金額に消費税及び地方消費税を含ま

ない金額を入札書に記載してください。  
 
 
（７）入札及び開札の日時並びに場所  

 ア 日  時  令和８年４月３日（金）午後２時００分～ 
イ 場  所  佐賀市鍋島町八戸溝１１４  

         公益財団法人佐賀県産業振興機構  
佐賀県産業イノベーションセンター  ３階 第２研修室 

ウ 入札方法  入札者の直接持参による入札とします。 
 



 

 

（８）開札に関する事項 
 開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行ないます。（代理人が入札に参加  
する場合は、入札前に委任状を提出してください。）この場合において、入札者又は

その代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行

います。  
 
８．無効入札とする場合     

次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。 

（１）参加する資格のない者 

（２）当該競争入札について不正行為を行った者 

（３）入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱及び判読不可能なものがあるもの 

（４）一人で２以上の入札をした者 

（５）代理人でその資格のないもの 

（６）前各号に掲げるものの他競争条件に違反した者 

 

９．入札を中止する場合 

次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。 

（１）競争に参加し、これに関係を有する者が共謀結託その他の不正行為を行い、又は行 

おうとしていると認められるとき 

（２）業務の廃止もしくは変更その他必要があると認められるとき 

 

10．その他 

（１）提出された書類は返却しません。また、提出書類の作成に要した費用、その他この 

入札参加に要した経費は、入札者の負担とします。  

（２）この契約による業務を処理するため知り得た情報については、他への漏えいがない 

こと。 


